
○和光市権利擁護事業実施要綱

平成２０年４月２３日

告示第７８号

改正 平成２５年２月５日告示第２１号

平成２５年３月２９日告示第６１号

令和２年３月３１日告示第８４号

（趣旨）

第１条 この告示は、判断能力が不十分な高齢者、知的障害者又は精神障害者（以下「要

支援者」という。）がその有する能力を活用し、自立した日常生活を営むことができる

環境の整備に資することを目的とする和光市権利擁護事業（以下「権利擁護事業」とい

う。）の実施について必要な事項を定めるものとする。

（権利擁護事業の内容）

第２条 権利擁護事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

（１） 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第３２条、知的障害者福祉法（昭和

３５年法律第３７号）第２８条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和

２５年法律第１２３号）第５１条の１１の２の規定により、市長が行う後見、保佐又

は補助開始の審判の申立て（以下「市長申立て」という。）に要した経費のうち次に

掲げるもの（以下「市長申立て経費」という。）の全部又は一部を助成すること。

ア 申立てに係る手数料

イ 登記の申請に係る手数料

ウ 裁判所に納める費用（郵便物等の発送に要する費用に限る。）

エ 鑑定料（鑑定を実施した場合）

オ アからエまでに掲げるもののほか、手続に要した費用

（２） 後見、保佐又は補助の開始の審判の申立て（市長申立てを除く。）に要した経

費のうち前号アからオまでに掲げる経費（以下「申立て経費」という。）の全部又は

一部を助成すること。

（３） 成年後見人、保佐人及び補助人（以下「成年後見人等」という。）の業務に対

する報酬に要した経費（以下「報酬経費」という。）の全部又は一部を助成すること。



（４） 社会福祉法人埼玉県社会福祉協議会が埼玉県日常生活自立支援事業実施要綱に

より実施する福祉サービス利用援助事業（以下「援助事業」という。）の利用に係る

費用（以下「援助事業利用費用」という。）の全部又は一部を助成すること。

（事業対象者）

第３条 権利擁護事業の対象となる者（以下「事業対象者」という。）は、要支援者のう

ち次の各号のいずれかに該当するもの又は市長が特に必要と認めるものとする。

（１） 市の住民基本台帳に記載されている者で、権利擁護事業の利用を開始する日以

前に引き続き３年以上市内に居住している（市内に所在する別表に掲げる施設等（以

下「施設等」という。）に入所（入院又は利用を含む。以下同じ。）している者にあ

っては、その期間を含む。）もの

（２） 市が老人福祉法、知的障害者福祉法、精神保健及び精神障害者に関する法律、

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１

２３号）、介護保険法（平成９年法律第１２３号）、生活保護法（昭和２５年法律第

１４４号）その他関係法令による援護等（次項において「援護等」という。）を行っ

ている者で、３年以上市内に居住していた（市内に所在する施設等に入所していた者

にあっては、その期間を含む。）もの

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、事業対象者としない。

（１） 市以外の市区町村から援護等を受けている者

（２） その者が属する世帯の世帯員が有する預貯金等（有価証券等も含む。）の額の

総額が３５０万円（その者が属する世帯の世帯員が複数の場合は、その者以外の世帯

員の人数に１００万円を乗じて得た額を３５０万円に加算して得た額）を超える者

３ 前条第１号の権利擁護事業の対象となる者（以下「市長申立て対象者」という。）は、

事業対象者のうち、配偶者若しくは四親等内の親族がいない者、当該親族と音信不通の

状況にある者又は当該親族が生死不明若しくは所在不明の状況にある者であって、次の

各号のいずれかに該当する者とする。

（１） 生活保護法の規定による被保護者である者

（２） 市長申立て経費を負担することにより生活保護法に定める要保護者となる者

（３） 前２号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者

４ 前条第２号の権利擁護事業の対象となる者（以下「申立て経費対象者」という。）は、

事業対象者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。



（１） 介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号）第３８条第１項第１号に該当

する者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令（平

成１８年政令第１０号）第１７条第１項第４号に該当する者

（２） 介護保険法施行令第３８条第１項第２号又は障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律施行令第１７条第１項第３号に該当する者

（３） 介護保険法施行令第３８条第１項第３号又は障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律施行令第１７条第１項第２号に該当する者

（４） 前３号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者

５ 前条第３号の権利擁護事業の対象となる者（以下「報酬経費対象者」という。）は、

事業対象者のうち、成年被後見人、被保佐人又は被補助人（以下「成年被後見人等」と

いう。）であって、かつ、前項各号のいずれかに該当する者とする。ただし、当該成年

被後見人等の成年後見人等が当該成年被後見人等の配偶者又は四親等内の親族である者

については、報酬経費助成対象者としない。

（市長申立て経費の請求）

第４条 市長は、市長申立て対象者に市長申立て経費の全部又は一部を負担させようとす

る場合は、市長申立てと同時に、家事事件手続法（平成２３年法律第５２号）第３１条

の規定による手続費用の負担を命ずる審判の申立てを上申書（様式第１号）により行う

ものとする。

２ 市長は、前項の審判の決定により市長申立て対象者に市長申立て経費の全部又は一部

を負担させる場合は、成年後見等開始審判申立て費用請求書（様式第２号）により請求

するものとする。

（申立て経費助成の申請等）

第５条 申立て経費助成を受けようとする者は、和光市権利擁護事業申立て経費助成申請

書（様式第３号）に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。ただし、

添付すべき書類のうち市長が添付の必要がないと認めたものについては、添付しないこ

とができる。

（１） 成年後見等の審判の決定書の写し

（２） 申立て経費の領収書の写し

（３） 公的年金等の源泉徴収票の写し等収入が確認できる書類

（４） 財産目録等の写し等資産状況が確認できる書類



（５） 代理人として成年後見人等が申請する場合には、登記事項証明書

（６） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

２ 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、助成の可否を決定し、

和光市権利擁護事業申立て経費助成決定（却下）通知書（様式第４号）により、その旨

を当該申請者に通知するものとする。

（申立て経費助成による助成金の額）

第６条 申立て経費助成による助成金の額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める

額とする。

（１） 第３条第４項第１号に該当する者 申立て経費に１００分の１００を乗じて得

た額

（２） 第３条第４項第２号に該当する者 申立て経費に１００分の９０を乗じて得た

額

（３） 第３条第４項第３号又は第４号に該当する者 申立て経費に１００分の７０を

乗じて得た額

（報酬経費助成の申請等）

第７条 報酬経費助成を受けようとする者は、家庭裁判所の報酬付与の審判が決定した日

から６月以内に、和光市権利擁護事業報酬経費助成申請書（様式第５号）に次に掲げる

書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、添付書類のうち市長が添付の

必要がないと認めたものについては、添付しないことができる。

（１） 報酬付与の審判の決定書の写し

（２） 公的年金等の源泉徴収票の写し等収入が確認できる書類

（３） 財産目録等の写し等資産状況が確認できる書類

（４） 代理人として成年後見人等が申請する場合には、登記事項証明書

（５） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

２ 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、助成の可否を決定し、

和光市権利擁護事業報酬経費助成決定（却下）通知書（様式第６号）により、その旨を

当該申請者に通知するものとする。

（報酬経費助成による助成金の額）



第８条 報酬経費助成による助成金の額は、報酬付与の審判により家庭裁判所が決定した

報酬額又は次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に掲げる額（以下「上限額」

という。）のうち最も少ない額とする。

（１） 前条第２項の規定により報酬経費助成の決定を受けた者（以下「報酬経費助成

利用者」という。）が家庭裁判所が審判により成年後見人等に対する報酬の付与を認

めた期間（以下「報酬対象期間」という。）において在宅していた期間 月額２８，

０００円

（２） 報酬経費助成利用者が報酬対象期間において施設等に入所していた期間 月額

１８，０００円

２ 報酬対象期間に１月に満たない期間がある場合は、当該期間に係る上限額は、日割計

算により算定した額とする。

３ 報酬対象期間おいて在宅していた期間及び入所していた期間が混在する場合は、当該

期間に係る上限額は、上限額をそれぞれ日割計算により算定した額を合計した額とする。

この場合において、入所した日又は退所（退院又は利用停止を含む。）した日は、入所

の日とする。

４ 前２項の日割計算により算定した額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り

捨てるものとする。

（援助事業利用費用助成の申請手続等）

第９条 援助事業利用費用の助成（以下「援助事業利用費用助成」という。）を受けよう

とする者は、和光市権利擁護事業援助事業利用費用助成申請書（様式第７号）に次に掲

げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、添付書類のうち市長が添

付の必要がないと認めたものについては、添付しないことができる。

（１） 援助事業の利用に要した費用の領収書の写し

（２） 公的年金等の源泉徴収票の写し等収入が確認できる書類

（３） 財産目録等の写し等資産状況が確認できる書類

（４） 代理人として成年後見人等が申請する場合には、登記事項証明書

（５） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

２ 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、助成の可否を決定し、

和光市権利擁護事業援助事業利用費用助成決定（却下）通知書（様式第８号）により、

その旨を当該申請者に通知するものとする。



（援助事業利用費用助成による助成金の額）

第１０条 援助事業利用費用助成による助成金の額は、１月当たり、援助事業利用費用の

額に１００分の５０を乗じて得た額又は５，０００円のいずれか少ない額とする。

２ 援助事業利用費用助成を受ける期間に１月に満たない期間がある場合は、当該期間に

係る援助事業利用費用助成による助成金の額は、日割計算により算定した額とする。

３ 前項の日割り計算により算定した額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り

捨てるものとする。

（権利擁護事業助成金の交付）

第１１条 申立て経費助成による助成金、報酬経費助成による助成金又は援助事業利用費

用助成による助成金（以下「権利擁護事業助成金」という。）は、第８条第２項の規定

により申立て経費助成の決定を受けた者、報酬経費助成利用者又は第１４条第２項の規

定により援助事業利用費用助成の決定を受けた者（以下「権利擁護事業助成金受給者」

という。）からの請求に基づき交付するものとする。この場合において、当該請求は、

和光市権利擁護事業助成金請求書（様式第９号）により行うものとする。

２ 前項の規定にかかわらず、報酬経費助成利用者が死亡した場合は、当該報酬経費助成

利用者の成年後見人等が前項の請求を行うことができる。この場合において、当該請求

に係る報酬経費助成による助成金は、当該成年後見人等に交付するものとする。

（成年後見人等の報告義務）

第１２条 権利擁護事業助成金受給者の成年後見人等は、本人の資産状況及び生活状況に

変化があったときは、速やかに市長に報告しなければならない。

（権利擁護事業助成金の交付の中止等）

第１３条 市長は、本人の資産状況若しくは生活状況の変化又は死亡等により権利擁護事

業助成金を交付する理由が変化し、若しくは消滅したと認めるときは、権利擁護事業助

成金の額を変更し、又は権利擁護事業助成金の交付を中止することができる。

（権利擁護事業助成金の返還）

第１４条 市長は、権利擁護事業助成金受給者が虚偽の申請その他不正な手段により権利

擁護事業助成金の交付を受けたときは、既に交付した権利擁護事業助成金の全部又は一

部を返還させることができる。

（その他）



第１５条 この告示に定めるもののほか、権利擁護事業の実施に関し必要な事項は、市長

が別に定める。

附 則

この告示は、公布の日から施行し、平成２０年４月１日から適用する。

附 則（平成２５年告示第２１号）

この告示は、公布の日から施行し、平成２５年１月１日から適用する。

附 則（平成２５年告示第６１号）

この告示は、平成２５年４月１日から施行する。

附 則（令和２年告示第８４号）

（施行期日）

１ この告示は、令和２年４月１日から施行する。

（旧要綱による報酬経費助成対象者の特例）

２ この告示による改正前の和光市権利擁護事業実施要綱（以下「旧要綱」という。）第

１２条に規定する報酬経費助成利用者であったものが、この告示による改正後の和光市

権利擁護事業実施要綱（以下「新要綱」という。）第７条第１項の規定により、令和２

年４月１日を報酬対象期間に含む報酬付与の審判の決定に係る報酬経費助成の申請を行

う場合で、市長が当該報酬対象期間と旧要綱第１１条第１項の規定により決定した報酬

経費助成の期間に継続性を認めるときの権利擁護事業の対象者、報酬経費助成対象者及

び報酬経費助成による助成金の額は、新要綱第３条及び第８条の規定にかかわらず、な

お従前の例による。

（報酬経費助成の申請手続等に関する経過措置）

３ 家庭裁判所が令和２年４月１日前に決定した報酬付与の審判に係る報酬経費助成の申

請については、新要綱第７条第１項中「家庭裁判所の報酬付与の審判が決定した日」と

あるのは、「令和２年３月３１日」とする。

別表（第３条関係）

法令 施設等

生活保護法 保護施設

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律

障害者支援施設

共同生活援助が提供される施設

老人福祉法 養護老人ホーム



備考 医療法にいう病院又は診療所に３か月以上入院している場合は、入院の日から３

か月を経過した翌日から、施設等に入所しているものとして取り扱う。

特別養護老人ホーム

軽費老人ホーム

有料老人ホーム

介護保険法 特定施設

介護保険施設

認知症対応型共同生活が提供される施設

医療法 病院

診療所

― その他市長が特に認める施設


